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第3章　基本施策の取り組み 第3章　基本施策の取り組み

  福祉カレッジ（受講者数）

  品川福祉保健従事者実践・研究発表会

  社会福祉士養成コース（通信課程）

・

品川介護福祉専門学校の介護福祉学科では、学生確保のため、高校訪問・進学相談ガイダン
　スへの参加やオープンキャンパスの開催等、広報活動や学生募集を強化します。また、区
　内社会福祉法人との連携のもと、学生教育の充実、国家試験に合格する力の育成を図ります。
品川福祉カレッジでは、介護等現場従事者の講座等に対するニーズの把握と、そのニーズ

　に対応した講座を開催します。また、区との連携を強化し、体系的かつ効率的な研修事業
　を実施することで、品川区の福祉人材の育成・スキルアップに寄与します。
社会福祉士養成コースでは、引き続き入学希望者の増加のため入学対象地域の福祉現場を

　　　中心に効果的な広報活動を展開します。また、教育と国家試験対策の充実を図ってい
　　　きます。

第2項 施策の方向性

第3項 主要事業

（１）専門的知識と技術、倫理感を兼ね備えた介護福祉士の養成　継続
介護福祉学科の運営

　定員確保に向けた取り組みとして、高校訪問やガイダンス、オープンキャンパスの回
　数を増やすと共に、ＳＮＳやホームページ、パンフレット等の紙媒体を利用した情報発
　信を通して、特に高校の新規卒業生の獲得を行います。また、専門性の高い卒業生を
　区内法人等に輩出できるよう教育内容・環境の充実・強化を図っていきます。

（２）福祉・介護サービス従事者の実践力の向上と連携の強化　継続
品川福祉カレッジの運営

　地域の福祉ニーズや福祉現場の課題に応じた講座を開設していきます。また、地域共
　生社会を実現するために必要な価値観・知識・技術を身につけられる研修内容を検討
　します。
品川福祉保健従事者実践・研究発表会の見直し

　区内の福祉保健従事者が実践した事例や研究の発表方法を見直し、情報の共有や交流
　を通して相互の理解・連携を深め、実践力を高める効果的な機会を創出します。

（３）地域福祉の担い手となる社会福祉士（ソーシャルワーカー）の養成　継続
社会福祉士養成コース（通信制）の運営

　社会福祉協議会への信頼性と地域福祉ネットワークを活かし、地域共生社会の実現に
　向け、地域を基盤とする総合的かつ包括的なソーシャルワークを的確に展開できるソー
　シャルワーカーの養成に邁進します。
　また、地域で活躍する卒業生ソーシャルワーカー達がゆるやかにつながり合い、支え
　合うネットワークのあり方を卒業生とともに検討していきます。

156名
139名
80名
90名
90名

参加者数

2018年度
2019年度
2020年度
2021年度
2022年度

100名
100名
93名
98名
94名

入学者

62名（70.5%）
60名（66.7%）
50名（57.5%）
46名（60.5%）
59名（66.3%）

国家試験合格者数（新卒合格率）

2018年度
2019年度
2020年度
2021年度
2022年度

448名
335名
203名
315名
196名

認知症ケア
専門コース

58名
91名
79名
126名
140名

ケア
マネジメント
講座

116名
98名
35名
71名
101名

医療・リハビリ
テーション専門

講座

102名
80名
61名
72名
84名

口腔機能
向上・ケア
講座

320名
310名
130名
251名
238名

障害者ケア
マネジメント
講座

65名
112名
20名
35名
27名

講師
派遣研修

2018年度
2019年度
2020年度
2021年度
2022年度

授業の様子

授業の様子
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第3章　基本施策の取り組み 第3章　基本施策の取り組み

（１）啓発・相談の充実　拡充

成年後見制度の利用促進が求められていますが、まだ広く理解されているとは言えません。
　そのため、さらなる周知や啓発が必要です。

啓発活動に力を入れ、相談できる機会を増やし利用促進を図ります。

① 啓発
区民を対象とした成年後見制度普及啓発講座を年間１０回ほど開催します。また、関連する
講座・セミナー講師の依頼もできうる限りお受けします。さらに、各自治体から海外まで視
察依頼も積極的に受け入れます。このように、様々な機会で制度の周知と普及に努めます。

② 相談
電話や窓口における相談に加え、進んで地域に足を運び、多様な相談に応じます。

成年後見制度の推進2-1
主要施策

第１項 現状と課題

第2項 施策の方向性

成年後見制度の利用を促進するために、啓発・相談を拡充します。

第3項 主要事業

1,101名
1,248名
1,510名
1,869名
1,907名

一般相談

87名
114名
0名
0名

110名

定期説明会

711名
1,161名
570名
497名
270名

出張説明会

2018年度
2019年度
2020年度
2021年度
2022年度

複合的な課題に対応するために、法人後見を推進します。

主要施策2-1 成年後見制度の推進

（２）法人後見の推進　拡充

２００２（平成１４）年の品川成年後見センター
　開設以来、品川区と協力しながら判断能力
　が低下した高齢者や障害者の支援を行って
　きました。
親族の支援を得られない高齢者および障害

　者の後見人として、法人で活動するメリッ
　トを活かし、多くの住民の後見人として活
　動しています。
任意後見制度の活用を行い、十分な判断力

　があるときから将来の不安に備えられるよ
　う支援しています。

高齢化の急速な進展、社会情勢の変化により、複合的な課題を抱える世帯が増え、後見活
　動に様々な知識が求められています。
コロナ禍を経て、いわゆる終活などの一環として高齢期の不安に備える任意後見制度の相

　談が増えています。

① ニーズの早期発見
後見制度が必要であっても、その情報が届かず利用できないということのないよう、積
極的に相談に応じ、必要な方に速やかに支援をしていきます。

② 複合的な課題への対応
複合的な課題を抱えた方の後見活動は、様々な知識や経験が必要になります。長期間の
後見活動を求められることも多くあります。
当協議会が積極的に後見人または後見監督人となり、品川区や関係機関、専門
家との連携を強化することで複合的な課題の解決を図り、法人として長期間活
動することで、より多くの住民が安心して暮らせるように支援していきます。

③ 任意後見の利用促進
制度の周知にとどまらず、あんしんサービスと公正証書遺言を組み合わせたあんしんの
3点セット（P.31参照）の利用を促進し、将来の任意後見人として活動をしていきます。

第１項 現状と課題

第2項 施策の方向性

第3項 主要事業

178名
180名
186名
163名
145名

活動中
393名
425名
445名
455名
472名

法定後見

12名
12名
13名
10名
8名

任意後見

2018年度
2019年度
2020年度
2021年度
2022年度

累計

ネットワーク交流会の様子

任
意
後
見

法
定
後
見

本
人
の
状
況
判
断
の
能
力
　
　

あり

なし

相
談
・
発
見

●任意後見コース 将来の不安に備える場合

●法定後見コース すぐに支援を必要とする場合
（必要に応じて区による福祉的対応）

福祉サービス利用援助
事業等を含む委任契約

あんしんサービス

任意後見契約締結
公正証書遺言作成

任意後見監督人▲
選出の申立て　

区長申立て▼

死
亡

生前債務清算
報告書作成
財産の引渡し

公正証書
遺言発効

注
：
グ
レ
ー
の
矢
印
は
、
基
本
の
２
つ
の
コ
ー
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第四次　支え愛のほっと・コミュニティ事業計画 第四次　支え愛のほっと・コミュニティ事業計画

第１項 現状と課題

第3章　基本施策の取り組み 第3章　基本施策の取り組み

（３）中核機関の機能拡充　拡充

親族を含む後見人等が孤立し支援に支障をきたす場合も少なくありません。そのため、支
　 援機能の充実が求められます。
区内において、成年後見人等になる専門職や関係団体が少しずつ増えつつあります。しか

　し、関係者間での情報共有や連携はまだ少ないのが現状です。今後は、相互の連携強化が
　求められます。

後見人等支援機能、地域連携ネットワークの構築などの中核機関としての機能をさらに拡
　充させていきます。

① 後見人等支援機能
親族を含む後見人等に支援が必要な場合は、積極的に関与し、適切な支援が行えるよう
サポートします。

② 地域連携ネットワークの構築
地域連携ネットワーク協議会や地域連携ネットワーク交流会を開催し、相互の連携構築
を進めます。

第１項 現状と課題

第2項 施策の方向性

第3項 主要事業

（４）市民後見人の育成と支援の拡充　拡充

成年後見制度の利用の促進に関する法律（２０１６（平成２８）年法律第２９号）に基づく第
　二期成年後見制度利用促進基本計画（２０２２（令和４）年３月閣議決定）において市民後見
　人の育成・活躍支援が示されています。
２０１３（平成２５）年から毎年、市民後見人養成講座を開催し、市民後見人の育成と養成、
　支援を積極的に進めています。

成年後見制度が必要な高齢者や障害者の増加が見込まれ、後見人等の担い手が不足するこ
　とが予想されており、同じ地域の一員としてきめ細やかな身上への配慮ができる市民後見
　人の拡充と活動の促進を図っていきます。
市民後見人が安心して地域で後見活動ができるよう支援体制を整えていきます。

① 市民後見人の育成
成年後見制度が必要な高齢者や障害者の増加が見込まれ、担い手の拡充は必須です。オ
ンライン講座等を取り入れ、時代に応じた実践的な育成プログラムに基づいて、引き続
き市民後見人の育成を進めていきます。

② 市民後見人への支援の拡充
品川社協は後見等監督人として、不正防止の観点とともに市民後見人への助言、支援を
行っています。また、市民後見人カフェを開催し、後見人等に必要な情報の提供と市民
後見人同士が交流をする機会を提供しています。さらに市民後見人の存在や意義を積極
的に地域に発信し、市民後見人が活動しやすいように周囲の理解を深める啓発・周知を
行っていきます。

第2項 施策の方向性

第3項 主要事業

より多くの市民後見人を育成し、サポートしていきます。

主要施策2-1 成年後見制度の推進

後見人等を支援し、関係者の連携を進めます。

主要施策2-1 成年後見制度の推進
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第１項 現状と課題

第3章　基本施策の取り組み 第3章　基本施策の取り組み
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　人の育成・活躍支援が示されています。
２０１３（平成２５）年から毎年、市民後見人養成講座を開催し、市民後見人の育成と養成、
　支援を積極的に進めています。

成年後見制度が必要な高齢者や障害者の増加が見込まれ、後見人等の担い手が不足するこ
　とが予想されており、同じ地域の一員としてきめ細やかな身上への配慮ができる市民後見
　人の拡充と活動の促進を図っていきます。
市民後見人が安心して地域で後見活動ができるよう支援体制を整えていきます。
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成年後見制度が必要な高齢者や障害者の増加が見込まれ、担い手の拡充は必須です。オ
ンライン講座等を取り入れ、時代に応じた実践的な育成プログラムに基づいて、引き続
き市民後見人の育成を進めていきます。

② 市民後見人への支援の拡充
品川社協は後見等監督人として、不正防止の観点とともに市民後見人への助言、支援を
行っています。また、市民後見人カフェを開催し、後見人等に必要な情報の提供と市民
後見人同士が交流をする機会を提供しています。さらに市民後見人の存在や意義を積極
的に地域に発信し、市民後見人が活動しやすいように周囲の理解を深める啓発・周知を
行っていきます。

第2項 施策の方向性

第3項 主要事業

より多くの市民後見人を育成し、サポートしていきます。
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後見人等を支援し、関係者の連携を進めます。
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第四次　支え愛のほっと・コミュニティ事業計画 第四次　支え愛のほっと・コミュニティ事業計画

第3章　基本施策の取り組み 第3章　基本施策の取り組み

（１）福祉事業の充実　拡充

① 紙おむつ支給事業
　在宅介護者に対する支援として、紙おむつの支給を実施しています。年々支給数が増
加しており、費用の工面について課題となっています。また特別養護老人ホーム等への
入所後、在宅で余った紙おむつの引き取り数の増加も課題となっています。
　紙おむつを必要とする要介護３以上の方を対象としている事業ですが、要介護１・２
の方でも紙おむつを必要とされる方も増加しており、現状の予算で賄うことが困難となっ
ています。

② 訪問理美容事業
理美容店への来店が難しい 40 才以上の方へご自宅での理容・美容サービスを実施してい
ます。その中で理美容券を購入したが、未使用のまま払戻をされない方が購入者の約４％
おられます。

③ 社協のＰＲ事業
当協議会の理事・評議員を対象としたアンケートに「地域の方が社協を知らない」との
回答が寄せられ、社協および事業の周知不足が課題となっています。

① 地域の方で紙おむつ支給事業を知らずに自費購入されてきた方も少なからずおられ、必
　 要な方に必要な量を支給する仕組みづくりが必要となっています。
　　　② 購入された方が適切に理美容券を処理できる仕組みづくりが必要となっています。
　　　③ 社協の事業をＰＲする動画等を製作して、民生委員・児童委員の方への周知する
　　　　 仕組みづくりが必要となっています。

生活を支える福祉事業の充実2-2
主要施策

① 紙おむつ支給事業について休止や再開をスムーズに連絡できる仕組みを検討していきます。
　 ケアマネジャー・地域の方に向けて紙おむつ支給事業を周知する機会を確保します。
② 訪問理美容事業について購入された方が利用しなかった理由を伺い、適切に処理できる
　 仕組みを作っていきます。
③ 社協のPR事業について出前講座等を企画実施していきます。

（２）あんしんの 3 点セットの充実　拡充

2022（令和4）年度までに、あんしんサービスにおける累計利用者数は１６５名、年度末時
　点の現利用者数は50名です。
担当を一部門に集約し、支援、運営等を一元的に行える体制としました。
遺言、任意後見制度やサービス自体のさらなる普及・啓発が必要です。

事業要綱、マニュアル等を整備し、より安定的で効率的な運営体制を目指します。
遺言作成や任意後見制度などが、より身近なものとなるように普及・啓発の機会を増やします。

あんしんの３点（あんしんサービス、任意後見契約、遺言作成支援）セットの安定的な運
営のため、体制の整備をはかり、事業運営の効率化を進めていきます。また、任意後見
制度や遺言などが広く周知されるよう、普及啓発に向けた取り組みを行っていきます。

第１項 現状と課題

第2項 施策の方向性

介護保険等、他の制度では対応できない部分をサポートしていきます。

第3項 主要事業

18,365名 
18,925名 
19,518名 
19,844名 
19,884名

紙おむつの支給

675枚 
697枚 
815枚 
919枚 
1,056枚

理美容券の支給

2018年度
2019年度
2020年度
2021年度
2022年度

第１項 現状と課題

第2項 施策の方向性

第3項 主要事業

あんしんの３点セットの体制整備を進めます。

主要施策2-2 生活を支える福祉事業の充実
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第3章　基本施策の取り組み 第3章　基本施策の取り組み
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　点の現利用者数は50名です。
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第  章

第3章　基本施策の取り組み 第3章　基本施策の取り組み

（３）あんしん居住サポートの充実　拡充

2018（平成30）年８月より事業を開始しました。
2022（令和４）年度までに、あんしん居住サポートにおいて累計利用者数は１９名、年度

　末時点の現利用者数は１4名です。
あんしんサービスと統合し、効率的な事業体制を整えました。

本事業と連携関係にある「品川区高齢者住宅あっせん事業」に比べて、利用者数が伸びて
　いない状況です。
事業開始後５年が経過し、利用者の状況の変化に対応するための関係者間の連携、サービス

　移行上の課題が見えてきました。

複雑化・多様化する高齢者の生活課題に対応するため、後見制度や他のサービスとの連携方
法を見直し、利用者のニーズに対応した新たな連携方法を検討します。

第１項 現状と課題

第2項 施策の方向性

第3項 主要事業

他サービスとの新たな連携を模索します。

主要施策2-2 生活を支える福祉事業の充実

（１）奨学研究資金の交付　拡充

　大学進学した場合の 4 年間の学費は、私立の場合 400万～600万と言われており、理系
の私立大学が高いという割合となっています。日本学生支援機構の「令和2年度 学生生活調
査」によると、奨学金を受給している学生の割合は、大学（昼間部）で49.6％、短期大学（昼
間部）で56.9％、との試算があります。また2020（令和2）年に行われた『国勢調査』によると、
全国のひとり親世帯は 72 万 1,290 世帯。 そのうち「母子世帯」は 64 万 6,809 世帯、「父
子世帯」は7万4,481世帯で、9割が母子世帯とみられ、教育費の負担が課題となっています。

  奨学研究資金

第三次地域福祉活動計画では、高校生枠６名→１２名、８万→１０万へ、大学生枠８名→２４名、
　１０万→１５万へ拡充してきました。第四次では、人数は継続しつつ高校生枠１０万→１２万
　へ、大学生１５万→２０万へ拡充し、年額１４４万円まで増額します。

品川社協の給付型の奨学金制度である「奨学研究資金」については奨学金基金への賛同を
　募りながら給付金額を拡大します。
　また、「教育支援資金」（東社協受託）の貸付制度も活用しながら、次世代を担う子どもた
　ちが経済的理由で進学を断念することがないよう支援します。

子どもの健やかな成長を支援（若者の安心生活を支援）2-3
主要施策

第１項 現状と課題

第2項 施策の方向性

子どもが安心して成長できる地域づくりを支援していきます。

第3項 主要事業

11名 
18名 
22名

資金の交付

5名 
10名 
9名

うち新規

2018年度
2019年度
2020年度

20名
25名
25名

資金の交付

9名
9名
10名

うち新規

2021年度
2022年度
2023年度
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第  章

第3章　基本施策の取り組み 第3章　基本施策の取り組み

（３）あんしん居住サポートの充実　拡充

2018（平成30）年８月より事業を開始しました。
2022（令和４）年度までに、あんしん居住サポートにおいて累計利用者数は１９名、年度

　末時点の現利用者数は１4名です。
あんしんサービスと統合し、効率的な事業体制を整えました。

本事業と連携関係にある「品川区高齢者住宅あっせん事業」に比べて、利用者数が伸びて
　いない状況です。
事業開始後５年が経過し、利用者の状況の変化に対応するための関係者間の連携、サービス

　移行上の課題が見えてきました。

複雑化・多様化する高齢者の生活課題に対応するため、後見制度や他のサービスとの連携方
法を見直し、利用者のニーズに対応した新たな連携方法を検討します。

第１項 現状と課題

第2項 施策の方向性

第3項 主要事業

他サービスとの新たな連携を模索します。

主要施策2-2 生活を支える福祉事業の充実

（１）奨学研究資金の交付　拡充

　大学進学した場合の 4 年間の学費は、私立の場合 400万～600万と言われており、理系
の私立大学が高いという割合となっています。日本学生支援機構の「令和2年度 学生生活調
査」によると、奨学金を受給している学生の割合は、大学（昼間部）で49.6％、短期大学（昼
間部）で56.9％、との試算があります。また2020（令和2）年に行われた『国勢調査』によると、
全国のひとり親世帯は 72 万 1,290 世帯。 そのうち「母子世帯」は 64 万 6,809 世帯、「父
子世帯」は7万4,481世帯で、9割が母子世帯とみられ、教育費の負担が課題となっています。

  奨学研究資金

第三次地域福祉活動計画では、高校生枠６名→１２名、８万→１０万へ、大学生枠８名→２４名、
　１０万→１５万へ拡充してきました。第四次では、人数は継続しつつ高校生枠１０万→１２万
　へ、大学生１５万→２０万へ拡充し、年額１４４万円まで増額します。

品川社協の給付型の奨学金制度である「奨学研究資金」については奨学金基金への賛同を
　募りながら給付金額を拡大します。
　また、「教育支援資金」（東社協受託）の貸付制度も活用しながら、次世代を担う子どもた
　ちが経済的理由で進学を断念することがないよう支援します。

子どもの健やかな成長を支援（若者の安心生活を支援）2-3
主要施策

第１項 現状と課題

第2項 施策の方向性

子どもが安心して成長できる地域づくりを支援していきます。

第3項 主要事業

11名 
18名 
22名

資金の交付

5名 
10名 
9名

うち新規

2018年度
2019年度
2020年度

20名
25名
25名

資金の交付
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④ 啓発・広報活動の充実
ホームページ、SNS 等による情報発信や、子ども食堂フォーラム等のイベントを通じた
啓発活動を継続して行います。

⑤ 仕分け・配送の仕組みの強化
現在、食材等の配送をボランティアに委託しており、増え続ける子ども食堂への食材等
に対する仕分け・配送の仕組みを再検討します。

（３）ひきこもり等の若者の社会参加支援事業　継続

　2019（令和元）年１０月よりひきこもり状態にある方を対象に日常生活や社会生活、経済
面での自立を目指した支援を行うため、ひきこもり等の若者の社会参加支援事業を区より受
託しました。社会体験参加者の中から就職やアルバイトなど社会とのつながりを持てる方が
増えている一方で、むずかしい社会体験参加者も数名いる状況です。

 ※2019年 10月より事業開始

長期化・増加傾向にあるひきこもり状態にある人に対して、後見センターや支え愛・ほっと
ステーション等と連携し、個々の特性・強みを把握し、自主的に活動できるように支援して
いきます。

第3章　基本施策の取り組み 第3章　基本施策の取り組み

（２）子ども食堂ネットワーク事業の推進　継続

2017（平成２９）年度より区内の子ども食堂等のネットワークを構築し、継続して支援して
いく仕組みづくりを目的として、子ども食堂ネットワーク事業を区より受託しました。ネット
ワーク参加の子ども食堂は当初７団体であったのに対し、2023（令和５）年７月末現在４０
団体となりました。コロナ禍を経て、各子ども食堂の運営方法や考えも多様になり、企業に
よる支援の重要性も高まっています。

子どもの社会的孤立解消等に向け、子ども食堂も多様化してきており、継続的に活動が出来
るよう支援する仕組みづくりを強化していきます。

① 子ども食堂のネットワークの強化
子ども食堂の多様化に伴い、子ども食堂運営者・ボランティアや支援者・支援企業等によ
るネットワーク会議を年２回開催し、会員同士の情報交換や学習会、実践報告を行います。

② 新規立ち上げ支援と安定的な運営支援
子ども食堂の立ち上げや継続支援に向けて、子ども応援基金等の有効活用、各種助成金
情報等の収集と提供を行います。

③ 企業との連携強化
コロナ禍において企業等からの食材寄付等は増えましたが、継続支援のためにさらなる 
　 連携強化を図ります。

第１項 現状と課題

第2項 施策の方向性

第3項 主要事業

区内の子ども食堂の運営をサポートします。

主要施策2-3 子どもの健やかな成長を支援（若者の安心生活を支援）

第2項 施策の方向性

開催1回・参加   82名 
開催 1回・参加 289名 
開催 1回・参加 201名 
開催 1回・参加 166名 
開催 1回・参加 208名 
開催 1回・参加 191名 

子ども食堂フォーラム

開催2回・参加 69名 
開催 2回・参加 85名 
開催 2回・参加 84名 
開催 2回・参加 35名 
開催 2回・参加 －名 
開催 2回・参加 77名 

ネットワーク会議

2017年度
2018年度
2019年度
2020年度
2021年度
2022年度

※2017年度より事業開始。 
※2020年度は 1回、2021年度は 2回
　とも新型コロナウイルス感染症拡大の
　為、書面開催とした。

子ども・若者等の社会参加をサポートします。

主要施策2-3 子どもの健やかな成長を支援（若者の安心生活を支援）

第１項 現状と課題

76件
286件
427件
563件

相談件数 学習会

64人 (5回実施)
60人 (5回実施)
58人 (6回実施)
49人 (5回実施)

2019年度
2020年度
2021年度
2022年度

家族懇談会

80人 (7回実施)
80人 (6回実施)
59人 (7回実施)
79人 (7回実施)

社会体験者（延べ）

4人
206人
705人
596人
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④ 啓発・広報活動の充実
ホームページ、SNS 等による情報発信や、子ども食堂フォーラム等のイベントを通じた
啓発活動を継続して行います。

⑤ 仕分け・配送の仕組みの強化
現在、食材等の配送をボランティアに委託しており、増え続ける子ども食堂への食材等
に対する仕分け・配送の仕組みを再検討します。

（３）ひきこもり等の若者の社会参加支援事業　継続

　2019（令和元）年１０月よりひきこもり状態にある方を対象に日常生活や社会生活、経済
面での自立を目指した支援を行うため、ひきこもり等の若者の社会参加支援事業を区より受
託しました。社会体験参加者の中から就職やアルバイトなど社会とのつながりを持てる方が
増えている一方で、むずかしい社会体験参加者も数名いる状況です。

 ※2019年 10月より事業開始

長期化・増加傾向にあるひきこもり状態にある人に対して、後見センターや支え愛・ほっと
ステーション等と連携し、個々の特性・強みを把握し、自主的に活動できるように支援して
いきます。

第3章　基本施策の取り組み 第3章　基本施策の取り組み

（２）子ども食堂ネットワーク事業の推進　継続

2017（平成２９）年度より区内の子ども食堂等のネットワークを構築し、継続して支援して
いく仕組みづくりを目的として、子ども食堂ネットワーク事業を区より受託しました。ネット
ワーク参加の子ども食堂は当初７団体であったのに対し、2023（令和５）年７月末現在４０
団体となりました。コロナ禍を経て、各子ども食堂の運営方法や考えも多様になり、企業に
よる支援の重要性も高まっています。

子どもの社会的孤立解消等に向け、子ども食堂も多様化してきており、継続的に活動が出来
るよう支援する仕組みづくりを強化していきます。

① 子ども食堂のネットワークの強化
子ども食堂の多様化に伴い、子ども食堂運営者・ボランティアや支援者・支援企業等によ
るネットワーク会議を年２回開催し、会員同士の情報交換や学習会、実践報告を行います。

② 新規立ち上げ支援と安定的な運営支援
子ども食堂の立ち上げや継続支援に向けて、子ども応援基金等の有効活用、各種助成金
情報等の収集と提供を行います。

③ 企業との連携強化
コロナ禍において企業等からの食材寄付等は増えましたが、継続支援のためにさらなる 
　 連携強化を図ります。

第１項 現状と課題

第2項 施策の方向性

第3項 主要事業

区内の子ども食堂の運営をサポートします。

主要施策2-3 子どもの健やかな成長を支援（若者の安心生活を支援）

第2項 施策の方向性

開催1回・参加   82名 
開催 1回・参加 289名 
開催 1回・参加 201名 
開催 1回・参加 166名 
開催 1回・参加 208名 
開催 1回・参加 191名 

子ども食堂フォーラム

開催2回・参加 69名 
開催 2回・参加 85名 
開催 2回・参加 84名 
開催 2回・参加 35名 
開催 2回・参加 －名 
開催 2回・参加 77名 

ネットワーク会議

2017年度
2018年度
2019年度
2020年度
2021年度
2022年度

※2017年度より事業開始。 
※2020年度は 1回、2021年度は 2回
　とも新型コロナウイルス感染症拡大の
　為、書面開催とした。

子ども・若者等の社会参加をサポートします。

主要施策2-3 子どもの健やかな成長を支援（若者の安心生活を支援）

第１項 現状と課題

76件
286件
427件
563件

相談件数 学習会

64人 (5回実施)
60人 (5回実施)
58人 (6回実施)
49人 (5回実施)

2019年度
2020年度
2021年度
2022年度

家族懇談会

80人 (7回実施)
80人 (6回実施)
59人 (7回実施)
79人 (7回実施)

社会体験者（延べ）

4人
206人
705人
596人
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第3章　基本施策の取り組み 第3章　基本施策の取り組み

① 関係機関等とのネットワークの強化
後見センター、支え愛・ほっとステーションや区内他事業所・関係機関と連携した発見・相談・
支援の仕組みづくりを行います。

② 学習会や家族懇談会の開催
学習会や家族懇談会を定期的に開催し、ひきこもり当事者・家族・支援者の理解等を促
進します。

③ 社会体験プログラムの充実
社会体験参加者が各々のレベルに合った体験プログラムに参加できるよう、品川社協内
の事業所や区内法人や関係企業等に広く周知・連携を呼びかけ、福祉的就労体験プログ
ラムの充実を図ります。

第3項 主要事業

社会体験の様子（ガーデニング） 社会体験の様子（コンビニ）社会体験（藤里町）

（４）ヤングケアラーのサポート事業　新規

　ヤングケアラーと思われる子どもの家庭環境として、両親のどちらかが離婚・死別により
いない、あるいは仕事などで忙しい場合、 子どもが介護を担わざるを得ない状況になり、要
介護状態の家族のために本来大人が担うと想定される家事や家族の世話を子どもが日常的に
行っているケースが増加していることが報告されています。総務省の就業構造基本調査を独
自に再集計し、家族を介護する 15 歳～19 歳は全国で 3 万 7,100 人（2017 （平成29）年時
点　毎日新聞調べ）と推計されています。ケアの内容としては「家事」が最も多く、力仕事、
外出時の介助・付き添い、感情面のサポートと続いており、直接的に行う介護だけでなく、
多様なケアを担っていることが明らかになっています。

　品川区子ども家庭支援センターにヤングケアラーコーディネーターが配置され、区内の実
態把握、相談支援が行われています。ヤングケアラーのサポートとして、家族の見守り等、
本人に代わって行えるサービスを地域の方の協力を得ながら企画していきます。

　子どもが学習や部活等の時間が確保できるように、短時間のサポートサービスについて検
討します。

子どもが安心して成長できる地域づくりを支援していきます。

主要施策2-3 子どもの健やかな成長を支援（若者の安心生活を支援）

第2項 施策の方向性

第１項 現状と課題

第3項 主要事業
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第四次　支え愛のほっと・コミュニティ事業計画 第四次　支え愛のほっと・コミュニティ事業計画

第3章　基本施策の取り組み 第3章　基本施策の取り組み

① 関係機関等とのネットワークの強化
後見センター、支え愛・ほっとステーションや区内他事業所・関係機関と連携した発見・相談・
支援の仕組みづくりを行います。

② 学習会や家族懇談会の開催
学習会や家族懇談会を定期的に開催し、ひきこもり当事者・家族・支援者の理解等を促
進します。

③ 社会体験プログラムの充実
社会体験参加者が各々のレベルに合った体験プログラムに参加できるよう、品川社協内
の事業所や区内法人や関係企業等に広く周知・連携を呼びかけ、福祉的就労体験プログ
ラムの充実を図ります。

第3項 主要事業

社会体験の様子（ガーデニング） 社会体験の様子（コンビニ）社会体験（藤里町）

（４）ヤングケアラーのサポート事業　新規

　ヤングケアラーと思われる子どもの家庭環境として、両親のどちらかが離婚・死別により
いない、あるいは仕事などで忙しい場合、 子どもが介護を担わざるを得ない状況になり、要
介護状態の家族のために本来大人が担うと想定される家事や家族の世話を子どもが日常的に
行っているケースが増加していることが報告されています。総務省の就業構造基本調査を独
自に再集計し、家族を介護する 15 歳～19 歳は全国で 3 万 7,100 人（2017 （平成29）年時
点　毎日新聞調べ）と推計されています。ケアの内容としては「家事」が最も多く、力仕事、
外出時の介助・付き添い、感情面のサポートと続いており、直接的に行う介護だけでなく、
多様なケアを担っていることが明らかになっています。

　品川区子ども家庭支援センターにヤングケアラーコーディネーターが配置され、区内の実
態把握、相談支援が行われています。ヤングケアラーのサポートとして、家族の見守り等、
本人に代わって行えるサービスを地域の方の協力を得ながら企画していきます。

　子どもが学習や部活等の時間が確保できるように、短時間のサポートサービスについて検
討します。

子どもが安心して成長できる地域づくりを支援していきます。

主要施策2-3 子どもの健やかな成長を支援（若者の安心生活を支援）

第2項 施策の方向性

第１項 現状と課題

第3項 主要事業
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第四次　支え愛のほっと・コミュニティ事業計画 第四次　支え愛のほっと・コミュニティ事業計画

第3章　基本施策の取り組み 第3章　基本施策の取り組み

① 新規サロンの立ち上げ支援
新規サロンの開催場所については、区や地域と連携することにより拡大を図ります。
また、福祉ボランティアファンドを活用した立ち上げの支援を行います。

② 啓発・広報活動の充実
支え愛・ほっとステーションと連携して、居場所が必要な方への情報提供を行うとともに、
ほっとサロン総合パンフレット等でサロンの情報を掲載します。
また、ボラミニ情報やホームページでは、参加者や運営協力者募集などの必要な情報を
適宜発信し継続支援します。

③ ほっとサロンの活動支援
サロンの保険加入やサロン運営費・会場費の助成等を行い支援します。

④ 多世代型ほっとサロンの推進
多世代交流を目的としたサロンが増えてきており、今後もより一層増えるように継続し
て支援していきます。

ほっとサロンの様子（みんなのえん） ほっとサロンの様子
（ゆうぷら東品川フラワーアレンジメント）

ほっとサロンの様子（いきいきヨーガ）

第3項 主要事業

（１）ほっとサロンの充実　継続

高齢者や障害者、子育て中の母親等の身近な地域交流の場である「ほっとサロン」は
　2023（令和５）年７月末現在、 区内に１４カ所６９サロンあります。荏原・西大井・南品川・ 
　 大井三丁目・平塚の５カ所の区有施設での開設の他に、地域の方が独自に開設しているサ
　ロンもあります。コロナ禍においてサロン活動が休止状態になっていた時期もあり、その
　間に運営者や参加者の高齢化等により既存サロンが廃止になったケースもありました。現
　在もコロナ禍前の開催・参加状況には戻っていません。
ほっとサロンは、閉じこもり予防、生きがいづくり、交流の場としての機能はもとより、

　地域の拠点としての役割も担っています。区内には町会や高齢者クラブ、支え愛・ほっと
　ステーション「よりみち」などがサロン形式で行っている交流の場・地域の拠点がありま
　すが、それぞれが共存出来るように今後も地域住民の意向を把握し、地域のバランスにも
　配慮しながら増やしていくことが必要となります。

  ほっとサロン

自主的な活動を尊重しながら、サロンの開設を支援していきます。
運営者や参加者の高齢化により継続が難しいサロンについては、うまく代替わり等ができ

　るように支援していきます。
地域バランスに配慮し、ほっとサロンを拡げていくために、サロン運営者の掘り起

　こしや新たな支援策についても検討していきます。場所の確保については区や地域
　との連携協力を促進し取り組んでいきます。

誰もが活躍する場づくり3-1
主要施策

第１項 現状と課題

第2項 施策の方向性

地域住民同士が集まれる居場所づくりをサポートします。

18か所・66サロン
17か所・65サロン
17か所・65サロン
16か所・66サロン
15か所・68サロン

設置

58団体
66団体
28団体
40団体
54団体

運営費助成

6団体
6団体
3団体
3団体
4団体

会場費助成

2018年度
2019年度
2020年度
2021年度
2022年度
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第3章　基本施策の取り組み 第3章　基本施策の取り組み

① 新規サロンの立ち上げ支援
新規サロンの開催場所については、区や地域と連携することにより拡大を図ります。
また、福祉ボランティアファンドを活用した立ち上げの支援を行います。

② 啓発・広報活動の充実
支え愛・ほっとステーションと連携して、居場所が必要な方への情報提供を行うとともに、
ほっとサロン総合パンフレット等でサロンの情報を掲載します。
また、ボラミニ情報やホームページでは、参加者や運営協力者募集などの必要な情報を
適宜発信し継続支援します。

③ ほっとサロンの活動支援
サロンの保険加入やサロン運営費・会場費の助成等を行い支援します。

④ 多世代型ほっとサロンの推進
多世代交流を目的としたサロンが増えてきており、今後もより一層増えるように継続し
て支援していきます。

ほっとサロンの様子（みんなのえん） ほっとサロンの様子
（ゆうぷら東品川フラワーアレンジメント）

ほっとサロンの様子（いきいきヨーガ）

第3項 主要事業

（１）ほっとサロンの充実　継続

高齢者や障害者、子育て中の母親等の身近な地域交流の場である「ほっとサロン」は
　2023（令和５）年７月末現在、 区内に１４カ所６９サロンあります。荏原・西大井・南品川・ 
　 大井三丁目・平塚の５カ所の区有施設での開設の他に、地域の方が独自に開設しているサ
　ロンもあります。コロナ禍においてサロン活動が休止状態になっていた時期もあり、その
　間に運営者や参加者の高齢化等により既存サロンが廃止になったケースもありました。現
　在もコロナ禍前の開催・参加状況には戻っていません。
ほっとサロンは、閉じこもり予防、生きがいづくり、交流の場としての機能はもとより、

　地域の拠点としての役割も担っています。区内には町会や高齢者クラブ、支え愛・ほっと
　ステーション「よりみち」などがサロン形式で行っている交流の場・地域の拠点がありま
　すが、それぞれが共存出来るように今後も地域住民の意向を把握し、地域のバランスにも
　配慮しながら増やしていくことが必要となります。

  ほっとサロン

自主的な活動を尊重しながら、サロンの開設を支援していきます。
運営者や参加者の高齢化により継続が難しいサロンについては、うまく代替わり等ができ

　るように支援していきます。
地域バランスに配慮し、ほっとサロンを拡げていくために、サロン運営者の掘り起

　こしや新たな支援策についても検討していきます。場所の確保については区や地域
　との連携協力を促進し取り組んでいきます。

誰もが活躍する場づくり3-1
主要施策

第１項 現状と課題

第2項 施策の方向性

地域住民同士が集まれる居場所づくりをサポートします。

18か所・66サロン
17か所・65サロン
17か所・65サロン
16か所・66サロン
15か所・68サロン

設置

58団体
66団体
28団体
40団体
54団体

運営費助成

6団体
6団体
3団体
3団体
4団体

会場費助成

2018年度
2019年度
2020年度
2021年度
2022年度
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第3章　基本施策の取り組み 第3章　基本施策の取り組み

（２）地域密着型職業紹介　継続

　開設から２１年が経過し、開設当初に比べると高齢者の雇用情勢も定年延長などにより改
善されてきています。しかし、その影響で、求職者が減少する傾向が表れてきています。企
業活動が活発になり、求人は求職者を大幅に上回って推移している状況のため、求職者の平
均年齢が高く、紹介が難しくなり就職者数も落ちています。要因として新型コロナウイルス
感染症対策で、企業側がオンライン募集に切り替えた結果、軽作業等の求人数が極端に減っ
たことが挙げられます。

認知度を高めるため、広報活動の取捨選択を行い、効率化を図ります。
合同面接会など不特定多数を集客できる特徴のあるイベントの企画を策定・実施します。
多様化したニーズに答えるべく、就労関係機関と密接に連携を図ります。

　地域に根差した、イベントなどに積極的に参加し登録者数を伸ばすとともに、特色ある就
職面接会を開催し、地域企業の求人を積極的に集めることで活性化を図ります。

（３）有償ボランティア等での社会参加支援　継続

　退職後に社会との関わりが途絶えてしまう等、高齢者のひきこもりが課題となって
います。中高年がひきこもりになってしまうと状況が長期化する傾向が報告されてい
ます。

第１項 現状と課題

第１項 現状と課題

第１項 現状と課題
第2項 施策の方向性

第3項 主要事業

　品川社協にはボランティアや支援員等を募集している事業が複数あります。品川社協のＰ
Ｒ事業にも関連してきますが、社協の事業を知ってもらい、自分らしく関わってもらう仕組
みを検討していきます。

　品川社協の活動メニューを用意して、参加しやすい仕組み
づくりを行います。また区内の関連事業所とも連携しながら、
地域で交流できるメニューを創出していきます。

（４）ふれあい作業所の運営　継続

　ふれあい作業所は、障害者総合支援法に基づく就労継続支援Ｂ型施設として、２事業所体制
（西大井・西品川）で運営しています。法外施設として発足し、２０２３（令和５）年度で３０
周年を迎えました。生産活動（作業）は、区内の公園清掃を主要事業とし、利用者工賃は都
内Ｂ型施設の平均を上回る高い水準を維持してきています。縫製や染色をはじめとする自主
製品の製作、リサイクル自転車の販売等のほか、品川区役所内Ｙショップふれあい売店の運
営や大井競馬場の清掃等を受託しています。運営面においては、訓練等給付費収入（報酬）
の算出基準となる定員の確保と利用率の向上が、引き続き大きな課題となっています。

　ふれあい作業所利用者人数

※各年度3月31日の在籍者数　　　　　　　

第2項 施策の方向性

第3項 主要事業

多様な形での社会参加を支援していきます。

主要施策3-1 誰もが活躍する場づくり

知的障害のある方の就労や社会参加を支援します。

主要施策3-1 誰もが活躍する場づくり

4回・246名
4回・279名
3回・   85名
4回・118名
4回・120名

合同就職面接会
利用者数

4回・44名
4回・16名
3回・32名
3回・   5名
2回・   1名

出張新規登録会
利用者数

1,260名
1,232名
981 名
1,222名
982名

求職登録者数

3,907件
2,674件
2,412件
3,108件
3,688件

求人登録件数

518名
433名
228名
196名
179名

就職者数

2018年度
2019年度
2020年度
2021年度
2022年度

２８名
２８名
３１名
３０名
２８名

西大井
（定員：30名）

１９名
１８名
１５名
１５名
１４名

西品川
（定員：20名）

４７名
４６名
４６名
４５名
４２名

合　計

2018年度
2019年度
2020年度
2021年度
2022年度
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第3章　基本施策の取り組み 第3章　基本施策の取り組み

（２）地域密着型職業紹介　継続

　開設から２１年が経過し、開設当初に比べると高齢者の雇用情勢も定年延長などにより改
善されてきています。しかし、その影響で、求職者が減少する傾向が表れてきています。企
業活動が活発になり、求人は求職者を大幅に上回って推移している状況のため、求職者の平
均年齢が高く、紹介が難しくなり就職者数も落ちています。要因として新型コロナウイルス
感染症対策で、企業側がオンライン募集に切り替えた結果、軽作業等の求人数が極端に減っ
たことが挙げられます。

認知度を高めるため、広報活動の取捨選択を行い、効率化を図ります。
合同面接会など不特定多数を集客できる特徴のあるイベントの企画を策定・実施します。
多様化したニーズに答えるべく、就労関係機関と密接に連携を図ります。

　地域に根差した、イベントなどに積極的に参加し登録者数を伸ばすとともに、特色ある就
職面接会を開催し、地域企業の求人を積極的に集めることで活性化を図ります。

（３）有償ボランティア等での社会参加支援　継続

　退職後に社会との関わりが途絶えてしまう等、高齢者のひきこもりが課題となって
います。中高年がひきこもりになってしまうと状況が長期化する傾向が報告されてい
ます。

第１項 現状と課題

第１項 現状と課題

第１項 現状と課題
第2項 施策の方向性

第3項 主要事業

　品川社協にはボランティアや支援員等を募集している事業が複数あります。品川社協のＰ
Ｒ事業にも関連してきますが、社協の事業を知ってもらい、自分らしく関わってもらう仕組
みを検討していきます。

　品川社協の活動メニューを用意して、参加しやすい仕組み
づくりを行います。また区内の関連事業所とも連携しながら、
地域で交流できるメニューを創出していきます。

（４）ふれあい作業所の運営　継続

　ふれあい作業所は、障害者総合支援法に基づく就労継続支援Ｂ型施設として、２事業所体制
（西大井・西品川）で運営しています。法外施設として発足し、２０２３（令和５）年度で３０
周年を迎えました。生産活動（作業）は、区内の公園清掃を主要事業とし、利用者工賃は都
内Ｂ型施設の平均を上回る高い水準を維持してきています。縫製や染色をはじめとする自主
製品の製作、リサイクル自転車の販売等のほか、品川区役所内Ｙショップふれあい売店の運
営や大井競馬場の清掃等を受託しています。運営面においては、訓練等給付費収入（報酬）
の算出基準となる定員の確保と利用率の向上が、引き続き大きな課題となっています。

　ふれあい作業所利用者人数

※各年度3月31日の在籍者数　　　　　　　

第2項 施策の方向性

第3項 主要事業

多様な形での社会参加を支援していきます。

主要施策3-1 誰もが活躍する場づくり

知的障害のある方の就労や社会参加を支援します。

主要施策3-1 誰もが活躍する場づくり

4回・246名
4回・279名
3回・   85名
4回・118名
4回・120名

合同就職面接会
利用者数

4回・44名
4回・16名
3回・32名
3回・   5名
2回・   1名

出張新規登録会
利用者数

1,260名
1,232名
981 名
1,222名
982名

求職登録者数

3,907件
2,674件
2,412件
3,108件
3,688件

求人登録件数

518名
433名
228名
196名
179名

就職者数

2018年度
2019年度
2020年度
2021年度
2022年度

２８名
２８名
３１名
３０名
２８名

西大井
（定員：30名）

１９名
１８名
１５名
１５名
１４名

西品川
（定員：20名）

４７名
４６名
４６名
４５名
４２名

合　計

2018年度
2019年度
2020年度
2021年度
2022年度
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第四次　支え愛のほっと・コミュニティ事業計画 第四次　支え愛のほっと・コミュニティ事業計画

第3章　基本施策の取り組み 第3章　基本施策の取り組み

　ふれあい作業所は、利用者一人ひとりの尊厳を守り、主体性を大切にしながら、地域のな
かでともに働くことを目指しています。特色を生かした魅力ある施設として、生産活動（作業）
の充実を図り、利用者の社会参加を促進するとともに、利用者の思いや希望などの意思決定
を尊重したサービス提供と個別支援に力を入れていきます。あわせて、これらの実現のため
の運営基盤の整備に継続して取り組んでいきます。

① 利用者の自立支援
個別支援計画に基づき、利用者が自分らしく生きがいをもって働くことおよび一般就労
をはじめ本人の希望する暮らしのあり方を支援します。職員間で情報を共有しながら、
支援方針に沿ってチームとして一体的な支援を行っていきます。

② 利用者の社会参加の促進
「ふれあいたいむ」（行事・クラブ活動）では、社会体験を通じて利用者の新たな一面を引き出
しています。コロナ禍において活動に制限が生じ、現在も活動を工夫しながら実施してい
ます。また、利用者は作業を通じて地域共生社会の一端を担いながら、利用者同士のふれ
あいや地域の方々との交流により “支えあいの輪” をつなぎ、広げていきます。

③ 生産活動（作業）の充実
区からの受託事業である清掃の質の維持、向上を図ります。自主製品の品質向上、商品
開発、取扱商品の見直し、販路拡大を行いながら、工賃支給水準の維持・向上をめざします。

④ 運営の安定化
区や特別支援学校、相談支援センター等の関係機関との連携により、特別支援学校の卒
業生や一般就労を途中で辞めた方々の受け皿としての機能強化を図りながら、定員の確
保と利用率の向上に努めます。

第2項 施策の方向性

第3項 主要事業

自主製品製作の様子（刺繍ふきん） 行事の様子（遠足・東京スカイツリー）公園清掃の様子

（５）にじのひろばの運営　継続

２０１４（平成２６）年より障害者総合支援法の地域生活支援事業に基づく、障害児「日中
　一時支援事業」として、品川区より受託し２施設の運営を行っています。
　● にじのひろば八潮（八潮５-３-８）　　● にじのひろば戸越（戸越６-８-１０ ３階）
障害の重度化・重複化や多様化に対応する専門的機能の強化が「にじのひろば」でも必要
　となってきています。

地域づくりに向けた支援、障害者の福祉の増進を図ります。
　 ● 保護者の就労支援
　 ● 保護者の一時的休息
　 ● 障害児の居場所・活動の場の確保

安心・安全の提供
　 ● すべての児童が安心・安全に過ごす活動の場、居場所の提供とその継続を行います。
　 ● 保護者が安心して預けることのできる場所の提供とその継続を行います。
　 ● 事故を未然に防ぐための環境の整備・改善を行います。
多様性への対応、専門性

　 ● 衝動性・多動性の高い知的障害児への柔軟な対応力向上を図ります。
　 ● 肢体不自由児の障害程度の把握と介護技術力向上を図ります。
　 ● 障害の重度化・重複化に対応する専門的知識の強化を図ります。

第１項 現状と課題

地域における障害児の居場所を提供していきます。

主要施策3-1 誰もが活躍する場づくり

第3項 主要事業

第2項 施策の方向性

34名
33名
26名
26名
27名

八潮

45名
33名
31名
29名
22名

戸越

登録者数

30名
26名
23名
23名
25名

八潮

28名
21名
20名
19名
18名

戸越

実利用者数

10.3名
9.4名
8.3名
8.7名
9.5名

八潮

9.7名
7.4名
7.6名
6.6名
6.2名

戸越

月平均利用者数

2018年度
2019年度
2020年度
2021年度
2022年度
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第四次　支え愛のほっと・コミュニティ事業計画 第四次　支え愛のほっと・コミュニティ事業計画

第3章　基本施策の取り組み 第3章　基本施策の取り組み

　ふれあい作業所は、利用者一人ひとりの尊厳を守り、主体性を大切にしながら、地域のな
かでともに働くことを目指しています。特色を生かした魅力ある施設として、生産活動（作業）
の充実を図り、利用者の社会参加を促進するとともに、利用者の思いや希望などの意思決定
を尊重したサービス提供と個別支援に力を入れていきます。あわせて、これらの実現のため
の運営基盤の整備に継続して取り組んでいきます。

① 利用者の自立支援
個別支援計画に基づき、利用者が自分らしく生きがいをもって働くことおよび一般就労
をはじめ本人の希望する暮らしのあり方を支援します。職員間で情報を共有しながら、
支援方針に沿ってチームとして一体的な支援を行っていきます。

② 利用者の社会参加の促進
「ふれあいたいむ」（行事・クラブ活動）では、社会体験を通じて利用者の新たな一面を引き出
しています。コロナ禍において活動に制限が生じ、現在も活動を工夫しながら実施してい
ます。また、利用者は作業を通じて地域共生社会の一端を担いながら、利用者同士のふれ
あいや地域の方々との交流により “支えあいの輪” をつなぎ、広げていきます。

③ 生産活動（作業）の充実
区からの受託事業である清掃の質の維持、向上を図ります。自主製品の品質向上、商品
開発、取扱商品の見直し、販路拡大を行いながら、工賃支給水準の維持・向上をめざします。

④ 運営の安定化
区や特別支援学校、相談支援センター等の関係機関との連携により、特別支援学校の卒
業生や一般就労を途中で辞めた方々の受け皿としての機能強化を図りながら、定員の確
保と利用率の向上に努めます。

第2項 施策の方向性

第3項 主要事業

自主製品製作の様子（刺繍ふきん） 行事の様子（遠足・東京スカイツリー）公園清掃の様子

（５）にじのひろばの運営　継続

２０１４（平成２６）年より障害者総合支援法の地域生活支援事業に基づく、障害児「日中
　一時支援事業」として、品川区より受託し２施設の運営を行っています。
　● にじのひろば八潮（八潮５-３-８）　　● にじのひろば戸越（戸越６-８-１０ ３階）
障害の重度化・重複化や多様化に対応する専門的機能の強化が「にじのひろば」でも必要
　となってきています。

地域づくりに向けた支援、障害者の福祉の増進を図ります。
　 ● 保護者の就労支援
　 ● 保護者の一時的休息
　 ● 障害児の居場所・活動の場の確保

安心・安全の提供
　 ● すべての児童が安心・安全に過ごす活動の場、居場所の提供とその継続を行います。
　 ● 保護者が安心して預けることのできる場所の提供とその継続を行います。
　 ● 事故を未然に防ぐための環境の整備・改善を行います。
多様性への対応、専門性

　 ● 衝動性・多動性の高い知的障害児への柔軟な対応力向上を図ります。
　 ● 肢体不自由児の障害程度の把握と介護技術力向上を図ります。
　 ● 障害の重度化・重複化に対応する専門的知識の強化を図ります。

第１項 現状と課題

地域における障害児の居場所を提供していきます。

主要施策3-1 誰もが活躍する場づくり

第3項 主要事業

第2項 施策の方向性

34名
33名
26名
26名
27名

八潮

45名
33名
31名
29名
22名

戸越

登録者数

30名
26名
23名
23名
25名

八潮

28名
21名
20名
19名
18名

戸越

実利用者数

10.3名
9.4名
8.3名
8.7名
9.5名

八潮

9.7名
7.4名
7.6名
6.6名
6.2名

戸越

月平均利用者数

2018年度
2019年度
2020年度
2021年度
2022年度
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第四次　支え愛のほっと・コミュニティ事業計画 第四次　支え愛のほっと・コミュニティ事業計画

第3章　基本施策の取り組み 第3章　基本施策の取り組み

家族（保護者）支援
　 ● 家族間で抱えている問題等の軽減・解決に寄与するため、保護者の声に耳を傾け、寄
　　り添い、支え合う支援を大切にすることで、信頼関係を構築し、適切な支援へと繋げ
　　る役割を果たします。
　 ● 各関係機関との連携を図り、情報共有を意識したサービスを提供することで、地域の
　　中で家族が安心し、自信を持って子育てができるよう支援します。
　 ● 家族の就労や就労継続のため、小学校から高等学校までの継続した支援を行います。

（６）福祉ショップ「テルべ」の運営　　継続

　福祉ショップ「テルベ」は、区内外計２１カ所の障害者支援施設等での授産品を販売して
います。授産品の販路拡大はもとより、授産品を通じて障害者への理解を深めてもらうなど
の役割も担っています。また、障害者の実習の場として販売に携わることもあり、地域の方
と接する機会にもなっています。コロナ禍においては、来客数、売上、販売実習やイベント
出店の機会も減りましたが、現在では徐々に回復傾向にあります。

  　　　　 福祉ショップテルベ

　コロナ禍において一時的に実績は落ち込みましたが、授産品の販売を通じて、障害者の理
解促進、社会参加などに少しでも寄与できるように運営強化を図ります。

　障害者の製作した商品を多くの人に知ってもらい、購入してもらえるよう、チラシの作成
やホームページ・ＳＮＳなどを活用した PR を継続して行います。また、外商用の商品パン
フレットの作成等も検討します。コロナ禍でイベント等への出店機会は減りましたが、区内
企業や学校のイベント等で出店協力による社会貢献を提案し、出張販売などの販売機会の拡
大を図ります。また、お客様の声をもとに、商品ラインナップについても、魅力的な商品の
開発を施設側に提案していきます。

第１項 現状と課題

障害者支援施設等での授産品販売を通じて障害者への理解を深めます。

主要施策3-1 誰もが活躍する場づくり

福祉ショップテルベ店頭

福祉ショップテルベ

第3項 主要事業

第2項 施策の方向性

1,749名
1,661名
1,424名
1,494名
1,500名

来店者数

11,278点
11,532点
9,964点
5,762点
9,500点

販売点数

73名
60名
25名
29名
33名

利用者の
販売従事

3,514,046円
3,472,789円
3,076,062円
2,275,715円
3,191,436円

売上金額

2018年度
2019年度
2020年度
2021年度
2022年度

菜園の様子（八潮） しながわ観光フェスタ2023参加写真活動の様子（戸越）

資
料
編

策
定
の
経
過

資
料
編

策
定
の
経
過

第
１
章

計
画
策
定
に
あ
た
っ
て

第
３
章

基
本
施
策
の
取
り
組
み

第
２
章

計
画
の
基
本
的
な
考
え
方

第
１
章

計
画
策
定
に
あ
た
っ
て

第
３
章

基
本
施
策
の
取
り
組
み

第
２
章

計
画
の
基
本
的
な
考
え
方

44



第四次　支え愛のほっと・コミュニティ事業計画 第四次　支え愛のほっと・コミュニティ事業計画

第3章　基本施策の取り組み 第3章　基本施策の取り組み

家族（保護者）支援
　 ● 家族間で抱えている問題等の軽減・解決に寄与するため、保護者の声に耳を傾け、寄
　　り添い、支え合う支援を大切にすることで、信頼関係を構築し、適切な支援へと繋げ
　　る役割を果たします。
　 ● 各関係機関との連携を図り、情報共有を意識したサービスを提供することで、地域の
　　中で家族が安心し、自信を持って子育てができるよう支援します。
　 ● 家族の就労や就労継続のため、小学校から高等学校までの継続した支援を行います。

（６）福祉ショップ「テルべ」の運営　　継続

　福祉ショップ「テルベ」は、区内外計２１カ所の障害者支援施設等での授産品を販売して
います。授産品の販路拡大はもとより、授産品を通じて障害者への理解を深めてもらうなど
の役割も担っています。また、障害者の実習の場として販売に携わることもあり、地域の方
と接する機会にもなっています。コロナ禍においては、来客数、売上、販売実習やイベント
出店の機会も減りましたが、現在では徐々に回復傾向にあります。

  　　　　 福祉ショップテルベ

　コロナ禍において一時的に実績は落ち込みましたが、授産品の販売を通じて、障害者の理
解促進、社会参加などに少しでも寄与できるように運営強化を図ります。

　障害者の製作した商品を多くの人に知ってもらい、購入してもらえるよう、チラシの作成
やホームページ・ＳＮＳなどを活用した PR を継続して行います。また、外商用の商品パン
フレットの作成等も検討します。コロナ禍でイベント等への出店機会は減りましたが、区内
企業や学校のイベント等で出店協力による社会貢献を提案し、出張販売などの販売機会の拡
大を図ります。また、お客様の声をもとに、商品ラインナップについても、魅力的な商品の
開発を施設側に提案していきます。

第１項 現状と課題

障害者支援施設等での授産品販売を通じて障害者への理解を深めます。

主要施策3-1 誰もが活躍する場づくり

福祉ショップテルベ店頭

福祉ショップテルベ

第3項 主要事業

第2項 施策の方向性

1,749名
1,661名
1,424名
1,494名
1,500名

来店者数

11,278点
11,532点
9,964点
5,762点
9,500点

販売点数

73名
60名
25名
29名
33名

利用者の
販売従事

3,514,046円
3,472,789円
3,076,062円
2,275,715円
3,191,436円

売上金額

2018年度
2019年度
2020年度
2021年度
2022年度

菜園の様子（八潮） しながわ観光フェスタ2023参加写真活動の様子（戸越）
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第四次　支え愛のほっと・コミュニティ事業計画 第四次　支え愛のほっと・コミュニティ事業計画

資料編 策定の経過 第3章　基本施策の取り組み

（１）品川区社会福祉協議会　理事会・評議員会

（２）品川区社会福祉協議会　地域福祉活動計画策定委員会での検討

　　　　●品川区社会福祉協議会　地域福祉活動計画策定委員会名簿

（３）品川区社会福祉協議会　事務局会議での検討

●支え愛のほっと・コミュニティ事業計画策定　事務局会メンバー

理事会

理事会

評議員会

理事会

理事会

評議員会

令和5年 8月2５日

10月27日

11月   ９日

12月   8日

令和６年 3月15日

3月25日

第四次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画方針の概要
について・アンケート調査のお願い
第四次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画策定状況報告
について・アンケート調査報告
第四次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画策定状況報告
について・アンケート調査報告

第四次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画骨子（案）について

第四次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画（案）について

第四次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画（案）について

第1回 令和５年９月２９日 地域福祉活動計画策定委員会の設置について
支え愛・ほっとステーションの事業概要と実績
「支え愛・ほっとコミュニティ事業計画」の改定にあたって
第三次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画の達成度評価について
意見交換

第2回 １２月２２日 第四次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画策定について
アンケート報告
第四次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画（素案）について
意見交換

第3回 令和 6年 3月２２日 第四次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画（案）について
基本施策の検討
意見交換

第1回 令和５年 6月   ８日 地域福祉計画策定委員会の報告について

第2回 ７月１３日 第三次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画の達成状況について
達成度をチェックリスト方式にて確認
各係の事業計画を作成

第3回 8月１0日 第四次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画の（素案）について
基本施策の検討

第4回 9月１4日 第四次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画の（素案）について
主要施策の検討

第5回 １０月１２日～
３１日　

第四次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画の（素案）について
主要施策の決定　主要事業項目検討

第6回 １１月　８日～
１２月　８日　

第四次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画の（素案）について
主要事業の決定　内容検討

第8回 令和６年 2月   ９日 第四次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画（案）について
意見募集結果を反映させて完成する。３月の理事会・評議員会へ提案準備する。

第 7回

１２月　９日～
１２月３１日　

第四次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画の（素案）について
内容表現の検討　

１月　４日～
３１日　

第四次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画の（骨子）をホームページに
て周知。意見を公募（パブリックコメント）
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